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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年３月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年８月２５日 ０９時１０分ごろ 

発生場所 福岡県矢部
や べ

川河口南西方沖 

 福岡県みやま市所在の矢部川口南灯台から真方位２５４°１海里付

近 

（概位 北緯３３°０４.７′ 東経１３０°２３.６′） 

事故調査の経過  平成２４年８月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事实情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三国宝
こくほう

丸、１.３８トン 

   ＦＯ３－５２６３０（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.２５ｍ（Lr）×１.５３ｍ×０.６６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、昭和５５年９月

２日 

Ｂ 漁船 第二大徳
だいとく

丸、０.６トン 

   ＦＯ３－５３８５４（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.２８ｍ（Lr）×１.６９ｍ×０.５８ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、

平成元年９月６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２６歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録 日 平成１８年６月１３日 

免許証交付日 平成２３年６月３日 

           （平成２８年６月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 平成９年６月１０日 

免許証交付日 平成２４年５月２５日 

（平成２９年６月９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 船底中央部に小破口及び左舷船首船底部から船底中央部にかけて
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の擦過傷 

Ｂ 右舷舷側上縁に擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、甲板員Ａ１及び甲板員Ａ２が３人で乗り組み、Ｂ船

は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが２人で乗り組み、平成２４年８月２５日０

５時３０分ごろ矢部川河口沖の北東方（陸側）から南西方（海側）に

設置された長方形ののり養殖区画内（以下「本件区画内」という。）

で支柱設置作業を開始した。 

両船は、本件区画内で北東側から南西側へ向けて１列目の支柱設置

を完了したのち、南西側から北東側に戻る際、Ｂ船が先行し、Ａ船が

Ｂ船の約３０ｍ後方を追走する態勢で北東進した。 

Ａ船は、船長Ａが、発進時、船体後方の船外機右舷側に腰を掛けて

操船し、船首浮上によりＢ船が見えないことから、Ｂ船を右舷船首方

に見る態勢で追走していたが、本件区画内の半分を移動した辺りか

ら、Ｂ船がＡ船のほぼ船首方に位置し、船首浮上によりＢ船が見えな

い状況で北東進した。 

Ａ船は、本件区画内の半分から北東側に進むにつれて水深が浅くな

り、プロペラ翼が海底に接触する虞があるので、減速して航行する必

要があることから、船長Ａが、船外機と船体後部の張り出し甲板の隙

間から水深の状況を見ていたところ、船首甲板に左舷後方を向いて座

っていた甲板員Ａ２が、船首方至近で減速したＢ船に気付き、船長Ａ

に大声で知らせたが、何の操作もできず、０９時１０分ごろＡ船の左

舷船首部とＢ船の右舷後部とが衝突し、Ａ船がＢ船に乗り上げた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、船体後方の船外機右舷側に腰を掛けて操船し、

本件区画内の半分を移動後、しばらくして水深が浅くなってきたこと

から、後方のＡ船も減速するものと思い、Ａ船の減速を確認しないで

減速した。 

船長Ｂは、減速してしばらく北東進していたが、Ａ船のエンジン音

を聞いてＡ船が後方至近に迫っていることに気付き、両船が衝突し

た。 

船長Ａは、後進をかけてＡ船を引き下ろしたところ、両船共に航行

可能であったので、矢部川河口の係船地に戻り、Ｂ船の船首におり、

Ｂ船とＡ船に挟まれて負傷した甲板員Ｂが、甲板員Ａ１の連絡で待機

していた救急車により、病院に搬送され、腰椎横突起骨折等と診断さ

れた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時、水深 約８０㎝ 

 その他の事項 

 

 船長Ａ及び船長Ｂは、本件区画内が、北東側に向かって水深が浅く

なっていることから、発進時は速力を出すものの、本件区画内の南西

側から北東側に向かって約３分の２を過ぎた辺りから、プロペラ翼が

底触しないよう、適宜に減速して航行していた。 
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 Ａ船は、甲板員Ａ１が船尾の船外機左側に座り、船尾に２人いたこ

とから、船首が高く浮上していた。 

 Ａ船の乗組員は、衝突直前に甲板員Ａ２がＢ船に気付くまで、Ｂ船

を見ていなかった。 

 船長Ｂは、減速する前に後方のＡ船を見た際、船首浮上によりＡ船

の乗組員を確認できなかった。 

 甲板員Ｂは、船首方におり、前方の海面を見ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船及びＢ船は、矢部川河口沖の本件区画内を南西側から北東側に

向けて航行中、Ａ船がＢ船を追走する態勢であったが、船長Ａが、減

速しようとして船外機と船体後部の張り出し甲板の隙間から水深の確

認をしていたことから、Ａ船が、船首方で減速したＢ船に接近し、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、水深が浅くなり、減速を開始する際、船長Ｂが、後方を追

走中のＡ船も減速するものと思い込み、Ａ船の減速状況を確認せずに

減速して航行していたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、矢部川河口沖の本件区画内において、Ｂ船が先行し、Ａ

船が追走する態勢で北東進中、船長Ａが減速しようとして船外機と船

体後部の張り出し甲板の隙間から水深の確認をしており、また、船長

Ｂが、後方を追走中のＡ船も減速するものと思い込み、Ａ船の減速状

況を確認せずに減速して航行していたため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船尾方を向いて水深を確認する場合には、乗組員に船首方の見張

りを指示すること。 

・船尾方に追走する船舶がいる状況で減速する場合は、常に後方の

船舶の動向を確認すること。 

 




